
調査の進め方(案) 

 

700/900MHz帯を使用する移動通信システム(携帯無線通信の中継を行う無線局を含む。)の

技術的条件について、次のとおり調査を進めることとする。 

なお、技術的観点からの調査のみ行うこととし、原則として、他業務の周波数割当ての変

更等に係る調査は行わないこととする。 

 

１ 調査対象とする技術方式  

 700/900MHz帯は、これまでの周波数再編等の取組によって、対となる周波数を確保でき

るものであることから、700MHz帯と900MHz帯とを組み合わせて利用する方式を基本とする。 

 

２ 技術的条件を調査するための前提条件  

(1) 調査対象周波数 

ア 700/900MHz帯を使用する移動通信システムの技術的条件 

平成 24年（2012年）7月に地上テレビジョン放送のデジタル化完了に伴い空き周波

数となる 700MHz帯(730-770MHz)及び現在第２世代移動通信システム（一部 IMT-2000 を

含む。）に使用されている周波数の再編終了に伴い空き周波数となる 900MHz 帯(890-903 

MHz 及び 915-950MHz)とする。 

イ 携帯無線通信の中継を行う無線局の技術的条件 

アの700/900MHz帯を含む現在わが国において携帯電話に使用されている周波数帯と

する。 

(2) 被干渉・与干渉システムの範囲 

(1) の各々の周波数帯における近接システムを被干渉・与干渉システムとして調査を行

うこととする。 

 

３ 調査事項  

 700/900MHz帯を使用する移動通信システムの導入に向けて、利用イメージ、国際標準化

動向、地上アナログテレビジョン放送用周波数の跡地利用に伴う制約等を勘案しつつ、以

下の(1)の事項について調査・検討を行う。 

 また、700/900MHz帯を使用する移動通信システムとして携帯電話を導入する場合は、小

電力レピータの利用も想定されることから、3.9世代移動通信システムの小電力レピータの

技術的条件に関し、以下の(2)の事項について併せて調査・検討を行う。なお、小電力レピ

ータは、今後3.9世代移動通信システムの後継システムの導入後も使用されることを考慮し、

陸上移動中継局とともに「携帯無線通信の中継を行う無線局」として調査・検討を行うこ

ととする。 

 

(1) 700/900MHz帯を使用する移動通信システムの技術的条件 

ア 700/900MHz帯を使用する移動通信システムの基本コンセプト(利用イメージ、期待さ

れる機能、要求条件 等)  

イ 700/900MHz帯を使用する移動通信システムモデルの設定 

ウ 近接システムとの干渉調査・共用条件の検討((2)ウを除く。) 
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近接システムの範囲 

・地上テレビジョン放送(～710MHz) 

・ITS(715～725MHz) 

・放送事業用 FPU(770～806MHz) 

・特定ラジオマイク、デジタル特定ラジオマイク、ラジオマイク(770～810MHz) 

・携帯電話(W-CDMA、CDMA2000、 LTE）(815～845MHz、860～890MHz) 

・MCA(850～860MHz、905～915MHz) 

・パーソナル無線(903～905MHz) 

・RFID(950～956MHz) 

・放送事業用固定局(958～960MHz)  等 

エ 電波防護指針への適合 

オ 上記アからエまでの検討結果を踏まえた700/900MHz帯を使用する移動通信システム

の技術的条件 

 

(2) 携帯無線通信の中継を行う無線局の技術的条件 

ア 携帯無線通信の中継を行う無線局の要求条件 

イ 携帯無線通信の中継を行う無線局のモデルの設定 

ウ 近接システムとの干渉調査・共用条件の検討 

近接システムの範囲 

【700/900MHz帯】 

(1)ウのとおり 

【800MHz帯】 

・特定ラジオマイク、デジタル特定ラジオマイク、ラジオマイク(770～810MHz) 

・MCA(850～860MHz、905～915MHz) 

・携帯電話(W-CDMA、CDMA2000）(815～845MHz、860～890MHz) 

・700/900MHz帯を使用する移動通信システム(730-770MHz、890-903 MHz 及び

915-950MHz)  等 

【1.5GHz帯】 

・電波天文(1400～1427MHz) 

・MCA(1455.35～1465MHz、1503.35～1513MHz) 

・携帯電話(W-CDMA、CDMA2000）(1427.9～1562.9MHz、1475.9～1510.9MHz) 

・移動体衛星通信サービス(1525～1559 MHz)  等 

【1.7GHz帯】 

・携帯電話(W-CDMA）(1749.9～1784.9MHz、1844.9～1879.9MHz) 

・PHS(1884.5～1918.4MHz)  等 

【２GHz帯】 

・PHS(1884.5～1918.4MHz) 

・携帯電話(W-CDMA、CDMA2000）(1920～1980MHz、2110～2170MHz)  等 

エ 電波防護指針への適合 

オ 上記アからエまでの検討結果を踏まえた携帯無線通信の中継を行う無線局の技術的

条件 



 

４ スケジュール  

 別紙１のとおり。 

 

５ その他  

 本委員会において、上記３の調査事項について別紙２のとおり広く意見募集の機会を設

け、700/900MHz帯を使用する移動通信システムの技術的条件の検討に反映させることとす

る。 

 

 



 

審議スケジュール(案) 

年月 分科会・委員会 
作業班(＋アドホック会合) 

700/900MHz 帯を使用する移動通信システム 小電力レピータ 

平成 21年 

12月 

12/18(金) 分科会(第 71回) 

 審議開始   

  

平成 22年 

１月 

 

１/21(木) 委員会(第 38回) 

・調査検討事項・進め方、作業班の

設置 等 

  

２月 

 

上旬 意見募集の実施 

 

 

 

（募集期間３週間） 

 

 

 

 

・調査検討事項・進め方の確認 

・アドホック会合の趣旨説明 等 

 

 

 

 

・アドホック会合の設置 

・プレゼン 等 

 

 

 

・プレゼン 等 

 

 

 

 

・調査検討事項・進め方の確認 

・要求条件案、小電力レピータモデ

ルの調査 

・アドホック会合の趣旨説明 等 

 

 

・アドホック会合の設置 等 

 

 

 

アドホック会合で、要求条件案、小電

力レピータモデル案及び要求条件と

の整合性などを整理。 

別紙１ 

上旬 作業班(第１回) 

中旬 作業班(第２回) 

２月内 作業班(第３回) 



３月 

 

 

 

上旬～中旬 委員会(第 39回) 

・意見募集の結果及び意見陳述 

・700/900MHz 帯を使用する移動

通信システムに係る検討の経

過報告 

・意見募集及び作業班での検討を

踏まえた小電力レピータの要求

条件及び小電力レピータモデル

の審議 等 

 
 

 

 

・プレゼン 等 

全てのプレゼン内容からアドホック会合で基

本コンセプト(利用イメージ、要求条件、期待

される機能等)の案を整理。 

 

 

・意見募集,意見陳述の結果の報告 

・ITS との間の干渉調査の実施法、前提条件等

の検討 等 

干渉調査(アドホック会合を中心に実施) 

ITS無線システム委員会におけるITS-LTE間

の干渉調査結果とすり合わせを行うため、

ITSとの間の干渉調査を先行して実施 

 

 

 

 

・要求条件案、小電力レピータモデル

案の検討 等 

アドホック会合で干渉調査(700/900 
MHz帯を除く。)の実施法、前提条件等
を整理。 

 

 

・意見募集,意見陳述の結果の報告 

・干渉調査(700/900MHz 帯を除く。)

の実施法、前提条件等の検討 等 

 

干渉調査(700/900MHz帯を除

く。)  

(アドホック会合を中心に実施) 

４月 

 

 

中旬 委員会(第 40回) 

・基本コンセプト(利用イメージ、

要求条件、期待される機能等)の

審議 等 
 

下旬 分科会(第 75回) 

・基本コンセプト(利用イメージ、

要求条件、期待される機能等)に

ついて中間報告 等 

 

 

・基本コンセプト(利用イメージ、要求条件、

期待される機能等)のとりまとめ 

 

 

 

 
 
 
・ITSとの間の干渉調査結果の検討 

     

 

５月 

 

 

 作業班メンバーに対し、基本コンセプトに沿

った提案を募集。その後、アドホック会合で

システムモデル、干渉調査の実施法、前提条

件等を含め整理。 

 

 

 

上旬 作業班(第４回) 上旬～中旬 作業班(第５,６回) 

中旬 作業班(第７回) 

上旬 作業班(第８回) 

中旬～下旬 作業班(第９回) 



  

 

 

 
 

・干渉調査(700/900MHz帯を除く。)

の結果の検討 

・技術的条件の検討 等 

・提案システムの確認 

・干渉調査の実施法、前提条件等の検討 等 

６月                

干渉調査(アドホック会合を中心に実施) 

７月   
 

・干渉調査の結果の検討 

・技術的条件の検討 

・報告書骨子の検討 等 

８月  
 
アドホック会合で報告書案の執筆 

 
 

・作業班報告案の検討 等 

９月 上旬 委員会(第 41回) 

・委員会報告案とりまとめの審議 

 等 

上旬 パブコメ開始 

（募集期間 1ヶ月） 
 
 

  

10月 上旬 委員会(第 42回) 

・意見募集の結果、委員会報告最終

とりまとめの審議 等 

 

下旬 分科会(第 80回) 答申 

  

中旬 作業班(第 11回) 

中旬～下旬 作業班(第 12,13回) 

中旬 作業班(第 10回) 



（案） 

1 

 

 平 成 ２ ２ 年 △ 月 △ 日  

情報通信審議会 情報通信技術分科会 

携帯電話等周波数有効利用方策委員会 

 

 

「700/900MHz帯を使用する移動通信システムの技術的条件」についての 

関係者からの意見聴取 

 

 

 情報通信審議会 情報通信技術分科会では、「700/900MHz帯を使用する移動通信システム

の技術的条件」についての検討を行うため、平成 21年 12月 18日から審議を開始し、平成

22年 10月ごろを目途に答申の取りまとめを行う予定です。 

 ついては、平成 22 年３月 11日（木）に開催を予定している、情報通信審議会 情報通信

技術分科会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会において関係者の意見陳述の機会を設

けることとしますので、希望する者は下記の要領により申し出てください。 

 

記 

 

１ 意見陳述を行える関係者 

 700/900MHz 帯を使用する移動通信システムの技術的条件及び携帯無線通信の中継を行

う無線局の技術的条件に関し、学識経験又は知見を有する者（国籍を問わない。）。 

 

２ 意見陳述の方法 

 意見陳述は、平成 22年３月 11 日（木）に開催予定の情報通信審議会 情報通信技術分

科会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会において日本語で行うこととします（なお、

都合により当日の意見陳述が困難な場合には、文書（日本語に限ります。）による意見の

提出も可能とします。）。 

 

３ 意見陳述のために必要な手続 

 意見陳述を行うためには、意見陳述人の氏名（法人又は団体（以下「法人等」という。）

の場合は、法人等の名称及び代表者の氏名並びに意見陳述を行う者の役職及び氏名とす

る。）、職業（法人等の場合は記載を要しない。）及び意見の要旨を記した文書を郵便、Ｆ

ＡＸ又は E-mail により平成 22 年○月○日（○）18 時（必着）までに下記４の提出先に

提出してください。審議時間の関係から所要の調整をさせていただくことがあります。 

 なお、意見陳述を行うために要する費用は、すべて意見陳述人の負担とします。 
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４ 内容の問い合わせ先及び意見の提出先 

総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 

担当：中里課長補佐、遠藤第二技術係長 

〒１００－８９２６ 東京都千代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎第２号館 

電 話（０３）－５２５３－５８９３ 

ＦＡＸ（０３）－５２５３－５９４６（電話連絡後、送付願います。） 

E-mail  enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp 
（スパムメール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。メールをお

送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関係報道資料】 

「700/900MHz帯を使用する移動通信システムの技術的条件」の審議開始について 

（情報通信審議会での審議開始） （平成21年12月18日） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban14_000039.html 

 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban14_000039.html�
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